
令和２年５月７日  

 

 

保護者 様 

 

 

春日部市教育委員会教育長 

春日部市立中野小学校長 

 

 

臨時休業に伴う学校給食費の取扱いについて 

 

保護者の皆様には、日頃より学校給食の運営にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げま

す。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休業期間を令和２年５月３１日まで延

長することになり、それに伴い給食も停止することとなりました。 

 つきましては、５月分の給食費は徴収せず、６月以降の給食開始月からの徴収とさせて

いただくことといたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、徴収金額につきましては、改めてご通知いたします。また、在校生につきまして

は、令和２年３月の返金分を給食開始月の給食費に充当させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

担当：学校給食センター 

電話：748-0788 

(中野小学校 電話 746－8271) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


